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2．監査の種類

定期監査

3．監査の対象

4．監査の範囲

5．監査の方法及び着眼点

6．監査の実施場所及び期間

(1) 実施場所

(2) 実施期間

　令和8年3月2日～令和8年3月26日

　監査委員は、五泉市監査基準（令和2年3月25日監査委員訓令第1号）に準拠して
監査を実施した。

生涯学習課

令和７年度の財務に関する事務、事業の執行等

　財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行わ
れているかどうか、及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい
るかどうかを主眼として監査を実施した。
　あらかじめ監査資料の提出を求め、関係帳簿及び関係書類の調査や関係職員から
の説明聴取を行うとともに、現地に出向いて調査した。

　監査委員事務局及び監査対象の執務室等

　五監公告第4号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その
結果を同条第9項の規定により公表します。

令和8年3月30日

　　　　　　五 泉 市 監 査 委 員　　　

1. 基準に準拠している旨



7．監査の結果

(1) 指摘事項

(2) 所見

　地方自治法第199条第14項の規定により当該監査の結果に基づき、又は当該監査の
結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知されたい。

　指摘事項等については、以下のとおりである。

　五泉市陶芸施設条例別表において、陶芸窯使用料は陶芸窯のプロパンガスの使
用量に応じた料金とし、100円未満の端数は切り捨てるものと規定しているが、
１円単位までの使用料を利用者に請求している状況が見られる。
　誤請求した使用料について直ちに返金するとともに、再発防止策を講じられた
い。

　第２次五泉市総合計画の施策である「生涯学習の充実」は、市民が、いつで
も、どこでも、誰でも学べ、さらに学んだことを教えることで、学ぶ喜びと学び
合う喜びを実感できるまちを目指すことを基本方針としている。
　生涯にわたり学び続けることの楽しさ、大切さを市民一人ひとりが理解し、そ
の学びを適切に生かし心豊かに生活することのできるまちを実現するため、多種
多様な学習機会の提供や、様々な年代及び状況にある人の学びを支える環境整備
に、より一層取り組まれたい。

　1から6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務
処理は法令等に適合し、おおむね良好に執行されているが、一部において不備及び
改善の検討を要する事項が見受けられたので、適正な執行に努められたい。

　また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、担当者に対し指導を行い
改善又は検討を要望した。


